
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この「募集案内」は、申込資格、申込方法及び募集団地等の基本的な内容を記載しています。 

また、記載内容は、令和８年４月１日現在のものであり、今後、予告なしに変更されること

があります。 

 詳しくは、募集のつど、申込書に同封の公募案内を御覧になったうえでお申込みください。 
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（注）市営住宅は、中古住宅です。修繕・クリーニング済ですが、染み、変色などがあります。 

業務課 公募担当 
 
〒602-0872 京都市上京区中町通丸太町下る駒之町５６１－１０ 
ＴＥＬ. ０７５－２２３－２１４２ 

お問い合わせは・・・ 
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募集の種類と申込方法 

（注１） 空き家がない場合は、募集を行いません。 

（注２） 定期公募の結果、応募がなかった一般住宅を随時先着順で受付けします。募集する
団地や募集予定戸数等の詳細については、お問い合わせください。 

（注３） 前入居者の方が不幸にもお亡くなりになられましたが（自然死のうち、周辺住民等
により発見）、部屋自体に重大な損傷もなく、所定の整備後において何ら遜色なく
使用することが可能な住宅です。 

（注４） 多回数落選者優先選考・シルバーハウジングの募集については、「京都公営住宅 

ポータルサイト」でのデジタル申請による受付はできません。 

（注５） 募集時期につきましては、変更になる場合がありますので、お問い合わせください。 

 

募集の区分（注１） 募集時期・受付方法 

一般選考 

一般住宅（注２） 

単身者向け住宅 

親子ペア住宅 

多家族向け住宅 

特別空き家住宅（注３） 

年４回：４月、６月、９月、１２月 

京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布の申込用紙又

は、京都市住宅供給公社ホームページよりダウンロード

した申込用紙で郵送による受付 

「京都公営住宅ポータルサイト」でのデジタル申請によ

る受付 

シルバーハウジング（注４・注５） 

（東九条市営住宅のみ） 

年２回程度： 京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布

の申込用紙又は、京都市住宅供給公社ホームページより

ダウンロードした申込用紙で郵送による受付 

優先選考 

多回数落選者優先選考（注４） 
年４回：４月、６月、９月、１２月 

京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布の申込用紙で

郵送による受付 

子育て世帯優先選考（注５） 

年４回程度：京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布

の申込用紙又は、京都市住宅供給公社ホームページより

ダウンロードした申込用紙で郵送による受付 

「京都公営住宅ポータルサイト」でのデジタル申請によ

る受付 

子育て支援住宅優先選考（注５） 

(子育て世帯向けリノベーション住宅) 

年３回程度： 京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布

の申込用紙又は、京都市住宅供給公社ホームページより

ダウンロードした申込用紙で郵送による受付 

「京都公営住宅ポータルサイト」でのデジタル申請によ

る受付 

近居入居優先選考 

年１回：９月 京都市住宅供給公社、各区役所・支所配

布の申込用紙又は、京都市住宅供給公社ホームページよ

りダウンロードした申込用紙で郵送による受付 

「京都公営住宅ポータルサイト」でのデジタル申請によ

る受付 

特  定 

目的住宅 

ひとり親世帯優先選考 
年１回：９月 各区役所・支所の保健福祉センター子ど

もはぐくみ室の窓口での受付 

障害者世帯等優先選考 
年１回：９月 各区役所・支所の保健福祉センター障害

保健福祉課の窓口での受付 

原子爆弾被爆者・ 

引揚げ者世帯優先選考 

年１回：９月 京都市保健福祉局医療衛生企画課、生活

福祉課の窓口での受付 

犯罪被害者優先選考 
随時 

京都市文化市民局くらし安全推進課所管窓口での受付 

ＤＶ被害者優先選考 
随時 

京都市文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当

の窓口での受付 

車いす専用等住宅 
年１回：９月 各区役所・支所の保健福祉センター障害

保健福祉課の窓口での受付 

「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避

難者優先選考 

年１回：９月 京都市住宅供給公社、各区役所・支所配

布の申込用紙で郵送による受付 
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申込用紙の配布時期・・・各募集月の当初（８日間～１０日間程度）に配布します。 

            詳しい日程、内容等については、各募集月の１日付けの市民しんぶ

んを御覧ください。 

申込用紙の配布場所・・・区役所・支所（地域力推進室まちづくり推進担当の窓口）、市役所（庁

舎案内所）、京都市住宅供給公社本社（上．中町通丸太町下る）、京

（みやこ）安心すまいセンター（下．河原町通五条下る東側 ひと・

まち交流館地下１階 京都市景観まちづくりセンター内）、京都府

建設交通部住宅課、京都府住宅供給公社、府営住宅管理センター等

でお渡しします。 

 

申込みの問い合わせについては、京都市住宅供給公社業務課  

公募担当 電話２２３－２１４２へ 

 

 火事・水害などで自宅に住めなくなり、緊急避難的に市営住宅への一時入居を御希望の世帯

は、り災から１か月以内に申請してください。また、一時入居後、住居を再建等されずに市営

住宅への特定入居を選択される世帯は、り災から３か月以内に、別途、御相談ください。 

 

 

 

 

 

一般住宅 

 次の１～７のすべてに当てはまることが必要です。 

１ 現に同居し又は同居しようとする親族（内縁の配偶者、 婚約者、 京都市パートナーシッ

プ宣誓者を含む。）があること。 

◎ 特に同居する理由のない親族との申込みはできません。 

◎ 家族を不自然に分離した申込みはできません（特別な理由のない限り、夫婦の別居、父

母の別居となる場合などは、申込みはできません。）。 

◎ 内縁の配偶者については、住民票により確認できること（住民票の続柄が「未届の夫」

又は「未届の妻」であること。）。 

◎ 婚約者との申込みの場合は、各公募の登録有効期限までに婚姻届を提出し、同時に入居

できること。 

◎ 申込者は、民法上の成人であること。 

 

２ 京都市内に居住しているか又は勤務先があること。 

◎ 居住地は、住民票により確認できること。 

◎ 在勤要件は、個別に審査があります。 

 

３ 申込者及び現に同居し又は同居しようとする親族（内縁の配偶者、 婚約者、 京都市パー

トナーシップ宣誓者を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

 

４ 収入（所得）が定められた基準の範囲内であること。 

  ４ページ～７ページ「市営住宅に入居できる収入（所得）の範囲」を参照してください。 

 

申込資格 
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５ 現在、住宅に困っていること。 

 

６ 過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと（市営住宅条例に違反し、法的措置によ

り明渡しを求められた方などを含む。）。 

 

７ 申込者又は同居しようとする親族（内縁の配偶者、 婚約者、 京都市パートナーシップ宣

誓者を含む。）に施設等に入所中又は入院中の方がおられる場合、各公募の登録有効期限ま

でに退所・退院し、同時に入居できること。 

 

単身者向け 

 民法上の成人であり、かつ、一般住宅の申込資格の２～７のすべてを満たす方で、次の 

（ア）～（コ）のいずれかに当てはまる方（ただし、家族を不自然に分離した申込みはでき 

ません。） 

（ア） ６０歳以上の方 

（イ） 障害者（身体障害者手帳１～４級、精神障害者保健福祉手帳１～３級、療育手帳Ａ・Ｂ

の交付を受けている方） 

（ウ） 戦傷病者（戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特

別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症である方） 

（エ） 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けて

いる方 

（オ） 生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている方 

（カ） 海外からの引揚者（本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない方） 

（キ） 平成８年３月３１日までに国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハン

セン病療養所に入所していた方 

（ク） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定するＤＶ被害者（一

時保護又は保護が終了してから５年を経過していない方又は裁判所からの保護命令か

ら５年を経過していない方） 

（ケ） 犯罪被害者等基本法第２条第２項に規定する犯罪被害者等で同条第１項に規定する犯

罪等により従前の住居に居住することが困難となった方 

（コ） 結核により病院又は診療所に入院した期間が１年以上の結核患者で当該病院又は診療

所を退院した日から起算して１年を経過していない方 

 

親子ペア（一般住宅＋１Ｋ又は１ＤＫの住宅で構成された住宅です。） 

子世帯とその親世帯又は孫世帯とその祖父母（直系２親等の尊属）世帯の２世帯で構成され

ており、それぞれについて一般住宅の申込資格（単身世帯の場合は、単身者向け住宅の申込資

格）を備え、かつ、２世帯がそろって入居できることが条件です。２世帯とも単身世帯での申

込みはできません。 

 

多家族向け 

 一般住宅の申込資格を備え、かつ、５人以上の世帯であることが条件です。 

 

特定目的住宅ほか 

 一般住宅の申込資格を備え、かつ、それぞれの種別毎の要件を必要としています。詳細は、

お問合せください。 
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市営住宅に入居できる収入（所得）の範囲 
 あなたの世帯の収入額が、１５万８千円以下であれば、申し込むことができます。 

世帯の収入額とは、申込者及び同居者（内縁の配偶者、 婚約者、 京都市パートナーシップ

宣誓者を含む。）全員の年間所得金額（所得税法によって算出した所得額）の合計額から公営住

宅法に規定する控除額を差し引いて、１２で割った額をいいます。 

 なお、高齢者世帯等の「裁量階層世帯」に該当する世帯（７ページ参照）については、入居

できる世帯の収入額の上限が２１万４千円まで引き上げられます。 

 

世帯の収入額の計算方法 

（１）まず、あなたと御家族の収入について、その種類を確かめ、世帯の昨年１年間の所得額

を計算してください。（Ａ＋Ｂ） 

（２）（１）で求めた所得額から、あなたの世帯に当てはまる控除（表３）の控除額を引いて

（Ｃ）、１２で割った金額があなたの世帯の収入額（Ｄ）となります。 

その額が基準の範囲内にあるか確認してください。 

 

○１人に２種類以上の所得（給与と年金）があれば、１種類の所得ごとに計算してください。 

○２人以上の世帯員に所得があるときは、世帯員ごとに所得金額を計算してください。 

 

                   － ÷12＝ 

 

 

                                   

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 世帯の収入額（Ｄ）が、右の 

基準以下であれば申し込むこと    

ができます。             

 

一般世帯   １５８,０００円以下 

裁量階層世帯 ２１４,０００円以下 

同世帯の説明は、７ページを御覧ください。 

Ａ本人の年間所得金額  Ｂ家族の年間所得金額 

          円＋        円 

Ｃ控除額合計金額 

 

        円 

Ｄ世帯の収入額 

      

円 

給与所得を表１により 

所得金額に計算し直す。 

年金所得を表２により 

所得金額に計算し直す。 
その他の所得 

 ① 給与所得とは、給料、俸給、賃金、

賞与などの収入です。 

会社員、店員、パート、事業専従者

などの収入をいいます。 

残業手当、家族手当、皆勤手当など

も含みます。（ただし、通勤手当な

どの非課税所得は除きます。） 

② 年金所得とは、厚生年金、国民年金、

恩給、各種共済年金、年金基金など

の公的年金の収入です。 

  ただし、遺族年金、障害年金、傷病

恩給、遺族恩給などは、非課税所得

となりますので、収入はあっても所

得としては０円となります。 

  なお、個人年金、企業年金などの収

入は、その他の所得となります。 

 

③ その他の所得とは、自営業、保険の外交、

セールス等による所得、利子配当、雑所

得などをいいます。 

  所得税の申告で総収入から必要経費を

控除した金額をいいます。 

ただし、生活保護の扶助料、雇用保険金、

労働災害保険金、仕送りなどは、非課税

所得となりますので、収入はあっても所

得としては０円となります。 
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表１ 年間支給額から年間所得金額を計算します。 
 

年間給与支給金額 年間所得金額の計算式 

      0 円 ～ 1 , 7 5 0 , 9 9 9 円 所得金額は 0 円 

7 5 1 , 0 0 0 円～ 1 , 8 9 9 , 9 9 9 円 年間給与支給金額－750,000 円 

1 , 9 0 0 , 0 0 0 円～ 3 , 5 9 9 , 9 9 9 円 
端数整理後の年間給与支給金額(＊1) 

×0.7－180,000 円 

3 , 6 0 0 , 0 0 0 円～ 6 , 5 9 9 , 9 9 9 円 
端数整理後の年間給与支給金額(＊1) 

×0.8－540,000 円 

6 , 6 0 0 , 0 0 0 円～ 9 , 9 9 9 , 9 9 9 円 

            (＊2) 

年間給与支給金額×0.9－1,200,000 円 

(＊1)端数整理の方法 

年間給与支給金額が 1,900,000 円以上 6,599,999 円以下のときは、これを 4,000で割り 

得た数の小数点以下を切り捨て、再度 4,000 を掛ける。 

（例）1,932,340 円の場合 

    1,932,340÷4,000＝483.085⇒483×4,000＝1,932,000 円 

(＊2)年間給与支給金額が 8,500,000 円以上の方は、別途お問い合わせください。 

 

表２ 公的年金等から年間所得金額を計算します。 

年齢 年間年金支給金額(Ａ) 年間所得金額の計算式 

65 歳以上の方 

 0 円～1,200,000 円 所得金額は 0 円 

1,200,001 円～3,299,999 円 (Ａ)－1,200,000 円 

3,300,000 円～4,099,999 円 (Ａ)×0.75－375,000 円 

4,100,000 円～7,699,999 円 (Ａ)×0.85－785,000 円 

7,700,000 円以上 (Ａ)×0.95－1,555,000 円 

65 歳未満の方 

0 円～ 700,000 円 所得金額は 0 円 

700,001 円～1,299,999 円 (Ａ)－700,000 円 

1,300,000 円～4,099,999 円 (Ａ)×0.75－375,000 円 

4,100,000 円～7,699,999 円 (Ａ)×0.85－785,000 円 

7,700,000 円以上 (Ａ)×0.95－1,555,000 円 
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表３ 控除の種類と金額 

(注）ひとり親控除及び寡婦控除については、対象者の所得が控除額未満のときは、その額を控除してくだ

さい。 

 

 

 

控除の種類 各控除の内容 
控除額 

(１人につき) 

同居親族控除 

扶養親族控除 

ア 申込者本人以外で、市営住宅へ同居しようとする人 

イ 市営住宅に入居はしないが、所得税法上、申込者本人又は同居者が

扶養している人 

３８万円 

老人同一生計 

配偶者控除・ 

老人扶養親族控除 

所得税法上の同一生計配偶者又は扶養親族のうち、７０歳以上の人 １０万円 

特定扶養 

親族控除 

所得税法上の扶養親族（配偶者を除く。）のうち、１６歳以上２３歳未

満の人 
２５万円 

障害者控除 

（特別障害者に 

該当する人を 

除く。） 

ア 身体障害者手帳の交付を受けている人 

イ 戦傷病者手帳の交付を受けている人 

ウ 精神保健指定医などから知的障害と判定された人 

エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 

オ 精神に障害があり、国民年金又は厚生年金の障害年金の証書を交付 

されている人 

２７万円 

特別障害者控除 

ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１級又は２級に 

該当する人 

イ 戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が特別項症から第３項 

症までに該当する人 

ウ 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた人 

エ 心神喪失の常況にある人又は精神保健指定医などから重度の知的障 

害者と判定された人 

オ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が１級に 

該当する人 

カ 精神に障害があり、国民年金又は厚生年金の障害年金の証書を交付 

され、その障害の程度が１級に該当する人 

キ 常に就床を要し、複雑な介護を要する人 

４０万円 

ひとり親控除 

所得があり、次のすべてに該当する人 

ア 婚姻をしていない又は配偶者と死別・離婚した後に婚姻・事実婚状

態にない人 

イ  生計をーにしている基礎控除額以下の所得の子がいる人 

ウ  年間合計所得金額が５００万円以下の人 

３５万円 

(注) 

寡婦控除 

上記のひとり親控除には該当せず、事実婚状態にない人で、以下のい

ずれかの要件を満たす人  

ア 夫と離別した人で、扶養親族があり、合計所得が５００万円以下で

ある人 

イ 夫と死別した人で、年間合計所得金額が５００万円以下の人である  

  人 

２７万円 

(注) 
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裁量階層世帯とは  

裁量階層世帯に該当する方については、入居できる収入の上限が引き上げられます。 

裁量層世帯とは、次の(ア) 、(イ) 、（ウ）のいずれかに該当する世帯です。 

(ア) 申込者又は同居者が次のいずれかに該当する世帯 

① 身体障害者手帳の交付を受けている方（障害の程度が１級から４級までであること。） 

② 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（障害の程度が１級又は２級である 

 こと。） 

③ 療育手帳の交付を受けている方（障害の程度がＡ判定であること。） 

④ 戦傷病者手帳の交付を受けている方（障害の程度が特別項症から第６項症まで又は 

 第１款症であること。） 

⑤ 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

⑥ 海外からの引揚者（引き揚げた日から５年を経過していないこと。） 

⑦ 平成８年３月３１日までに国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定める 

 ハンセン病療養所に入所していた方 

⑧ 中学校修了前の方 

⑨ 同居者に２０歳未満の方が３人以上 

(イ)  申込者が６０歳以上の方の単身の世帯。同居者のある場合は、そのいずれもが６０歳以上 

又は２０歳未満の方である世帯。 

（ウ） 申込者及び配偶者（内縁の配偶者及び婚約者を含む。）のいずれもが入居の申込日現在４５ 

歳以下で、かつ、次のいずれかに該当する世帯。 

① 婚姻した日から起算して１年を経過する日までに入居の申込みをされた方 

② 内縁の申出を受理された日から起算して１年を経過する日までに入居の申込みを 

された方 

③ 婚約者と、入居日までに婚姻される方 

 

 

市営住宅の家賃 
 市営住宅の家賃は、毎年度、入居者からの申告に基づく収入と、住宅の規模や立地条件、竣

工時からの経過年数など、下記の計算式によって決定します。 

市営住宅家賃の計算式 

家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数＝家賃額 

①  家賃算定基礎額・・・・入居者及び同居者の収入に応じて、段階的に家賃負担の基礎額を設定 

したもので、国が毎年定めます。 

② 市町村立地係数・・・・国が市町村ごとに、地価の水準に基づき設定します。 

③ 規模係数・・・・・・・住宅の床面積を６５㎡で割った値 

④ 経過年数係数・・・・・住宅ができてから経過した年数を基に、次の式によって求めた値 

☆木  造 [１－（０．００５１×経過年数）]                  

[１－（０．０１１６×平成１６年の経過年数）] 

☆木造以外 [１－（０．００１０×経過年数）]              

[１－（０．００４４×平成１６年の経過年数）] 

⑤ 利便性係数・・・・・・住宅設備などの住宅の利便に応じて０．５～１．３の範囲で設定します。 

 

のいずれか低い方 

のいずれか低い方 
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申込みに当たっての注意 

１ 次のような場合は、市営住宅の入居申込みをされても、第１次審査で無資格と判定します。 

（１） 本市の区域外に住所を有し、かつ、本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務 

   していないとき。 

（２） 民法上の成人に達しない方が申し込んだとき。 

（３） １世帯で２通以上申し込んだとき（申込みは、１世帯につき、１申込区分に限りま 

   す。ただし、親子ペア住宅・多家族向け住宅・特別空き家住宅・シルバーハウジング・ 

   子育て世帯優先住宅・子育て支援住宅・多回数落選者優先選考へ申込みをされる方は、 

一般選考の一般住宅又は単身者向け住宅にも申し込むことができます。）。 

    また、１人が２世帯以上の世帯構成員となる申込みもすべて無資格と判定されます。 

（４） 申込書の記載内容に不備があるとき。 

（５） 一般住宅に単身で申し込んだとき。 

（６） その他、申込資格を欠くとき。 

 

２ 次のような場合は、失格となります。 

（１） 資格審査において、申込資格のあることを証明できないとき。 

（２） 事実と違うことを書いて申し込んだとき。 

（３） 住民票、課税証明書など、審査に必要な書類を提出しないとき。 

 

３ 次のような場合は、審査に合格されても、入居の承認を取り消します。 

（１） 入居までの間に、申込資格のうち一つでも欠けたとき。 

（２） 指定した期間内に敷金を納められなかったり、入居のために必要な手続をしないとき。 

（３） 指定した期間内に申込書に記載された申込世帯全員が入居できないとき。 

（４） 婚約者と申込みをし、募集結果の有効期日までに婚姻届受理証明書又は婚姻の事実が 

   確認できる戸籍謄本を提出せず、同時に入居できないとき又は婚約者が替わったとき。 

（５） 申込者及び現に同居し又は同居しようとする親族（内縁の配偶者、婚約者、京都市パ 

   ートナーシップ宣誓者を含む。）が暴力団員であると判明したとき。 

    なお、暴力団員でないことを確認するため、警察に問合せをすることがありますので、 

   御了承ください。 

（６） その他、不正の行為によって入居しようとしたとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

  

 

申込みから入居までの流れ 

公募申込みの場合、申込みから入居までおおむね３～４か月かかります。 

申込み 
 

 

第１次審査 無資格者 無資格通知 

     

申込書記載内容による書類審査 

  

有資格者 異議申立 失格 

 

 

抽選番号の通知 

 

 

公開抽選会  落選者 ＊落選者への通知はありません。 

 （ただし、当選者の中から失格者・ 

 辞退者が出た場合は、補欠登録順位 

当選（登録）者 第１位の方から繰上します。 

 

                

第２次審査通知 

   

 

第２次審査 無資格者 失格 

       

 

有資格者 

  

 

入居説明会の開催通知  
 子育て支援住宅事前説明会 
                  ・入居に当たっての注意 

                  ・入居する部屋の抽選 

 ・事前説明確認書の提出（注１） 
 
入居説明会            

鍵渡し 

 
 一般                           子育て支援 
  ・入居に当たっての注意       ・敷金の納付（注２） 
  ・入居する部屋の抽選        ・定期入居承認通知書交付 

 ・敷金の納付（注２）        ・確認書の提出（注３） 

 
入居 

 

鍵渡し後、２週間以内に入居していただきます。  

 

（注１）定期入居承認の説明を受けた旨の確認書を提出していただきます。 

（注２）敷金として、月額家賃３か月分を納めていただきます。 

（注３）定期入居承認通知書を交付し、交付を受けた旨の確認書を提出していただきます。 

 

定期公募の結果、応募がなかった一般住宅（２人以上のファミリー世帯向けの市営住宅）の中か
ら、入居の申込みを随時お電話にて先着順で受け付けます。 

 問合せ先 京都市住宅供給公社 業務課 公募担当  075-223-2142 

書類審査及び必要に応じて実態調査を行います。（住民票・課税証明書等の提出） 

＊第２次審査の通知発送から御来社まで大変短くなっております。 

 当選された方は、審査書類の提出が必要となります。 
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入居に際しての注意 

 市営住宅は、住宅に困っておられる収入の少ない方に、低額の家賃で賃貸するために建設さ

れたもので、市民の財産でもあります。したがって、その使用に当たっては、以下の点に注意

していただくことになります。 
 

1 家賃のほかに共益費を毎月納めていただきます。 

  共益費は、自治会等が徴収しますが、令和８年４月１日現在、東野、勧修寺第一、椥辻、

大受、向島 1街区、向島５街区、向島１１街区、際目及び醍醐東２街区市営住宅については、

京都市が徴収します。また、共益費の額は団地の棟ごとに異なります。共益費には、給水ポ

ンプ・ピロティ灯・廊下灯・階段灯・エレベーター運転経費などの電気代及び散水栓などの

水道代等が含まれます。 

2 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるため、市営住宅内で犬、猫などの動物の飼育はお

ことわりしています。  

3 住みよい団地づくりに努め、騒音などの迷惑行為の追放に御協力をお願いします。 

4 暴力団員が同居者となることや入居を承継することはできません。入居者又は同居者が暴

力団員であることがわかった場合は、明渡しをしていただくことになります。また、暴力団

員でないことを確認するため、警察に問い合わせることがあります。 

5 市営住宅にお住まいの方が家屋、マンションなどを所有（共有名義含む。）されたときは、

市営住宅を明け渡していただくことがあります。 

6 団地自治会では、廊下や階段、ゴミコンテナの清掃などの共同作業や共益費の徴収などを

行っています。入居者全員が協力して分担していただくものですから、積極的に参加してく

ださい。 

7 入居者の方には、毎年、翌年度以降の家賃を決めるために、収入申告をしていただきます。 

  なお、３年以上入居されている方が収入基準を超える収入超過者となった場合は、明渡し

の努力をしていただくことになります。また、高額所得者と認定された方は、住宅を明渡し

ていただくことになります。 

8 空き家住宅については、以前に他の方が入居していた住宅であり、家具などの置き跡、壁・

天井・床の日焼け・色あせ・染み、畳やふすまの色違い等がありますので、御了承ください。

ただし、京都市の基準に基づいて、玄関鍵の取り替え、最小限のクリーニング、ガス、水道、

電気関連設備の点検のほか、破損の著しいものに限り修繕しています。 

9  入居後の室内の物品の修繕は、すべて自己負担となっていますので、大切にお使いくださ

い。 

10  市営住宅に入居できるのは、あらかじめ承認された方のみで、承認されていない方が入居

したり、他人に一時的にせよ転貸したりすることは、市営住宅条例違反となり、明渡しをし

ていただくことになります。 

  また、世帯員に増減等の異動が生じたときは、必ず手続をしてください。 

11  市営住宅には、有料駐車場を設置していない団地があり、また、駐車場が設置されている

団地においても空き区画のない場合がありますので、自動車を所有されている方は、各自で

責任を持って保管場所を確保してください。 

12  市営住宅を明け渡すときには、部屋の状況について、検査を受けていただきます。入居者

による破損・汚損、個人で原状変更した箇所について、検査の結果、修繕、その他の原状回

復の必要が生じたときは、費用負担をしていただきます。 

※ 光ファイバーを各住戸まで引き込むことはできません。 

  一部の団地では自治会等が許可を取り、マンションタイプ（ＶＤＳＬ方式等）で導入されているところも

ありますが、設置が不可能な団地もあります。各団地の状況についてお知りになりたい方は、事前にお問い

合わせください。 
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間取り図 
(注) 一般的な間取りをお示ししたものです。すべての住宅がこのような間取りになっている 

わけではありません。 
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勧修寺第一車いす住戸標準間取り図 

【本間取り図は標準図であり、詳細等は御入居いただく部屋と異なる場合があります。】 

 

（参考１）特殊設計住宅の一例 

 次に特殊設計住宅の一例として、車いす住宅の例をお示しします。 

 団地は、勧修寺第一市営住宅の例ですが、各団地により、具体的な仕様は異なる点がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【勧修寺第一市営住宅外観図】 

 

 

 

 

 

 

 

【向島５街区 車いす住宅参考写真】 

 

 

勧修寺第一は、周辺に商業施設があり日常のお買

い物に便利な立地です。竣工年度も比較的新しく、

住環境が整った住宅です。 

 車いす住戸のお家賃は、令和８年度では月額 

３１，６００円～４７，０００円（～６２，０００

円（裁量世帯））です。 

物
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【勧修寺第一 車いす専用住宅参考写真】 

 

<通路>           <玄関ドア>        <ホール> 

   

 

<洗面脱衣所・トイレ>     <浴室>          <浴槽> 

   

 

<キッチン>        <居間・緊急通報装置>     <洋室> 

   

 

<バルコニーから裏口> 

   

 

 

【本写真は、あくまで参考資料であり、実際に入居いただく部屋と相違のある場合があります。

令和７年度撮影。】 
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醍醐中車いす利用者向け住戸間取り図２ＬＤＫ 

 

（参考２）特殊設計住宅の一例 

 次に特殊設計住宅の一例として、車いす利用者向け住宅の例をお示しします。 

 団地は、醍醐中の例ですが、各団地により、具体的な仕様は異なる点があります。 

 

 

【団地外観写真】 

 

醍醐中市営住宅は、最寄りの地下鉄東西線醍醐駅

の東、約２００ｍ、徒歩約３分に位置しています。 

 駅付近に生活利便施設が整っています。 

 車いす住戸のお家賃は、令和８年度では月額 

３２，７００円～４８，７００円（～６４，２００

円（裁量世帯））です。 
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【醍醐中 車いす利用者向け住宅参考写真】 

一般住宅を車いす利用者の方が利用しやすいように改修を行った住戸です。 

車いす専用住宅とは、異なりますのでご注意ください。 

 

<通路>           <玄関ドア>          <ホール> 

玄関 ※上がり框段差あり        

 

<洗面脱衣所・トイレ>     <浴室>             <浴槽> 

             浴室 ※出入口段差解消、引戸、手すり設置 

                  非常押しボタンつき 

 

<キッチン>           <洋室>             <バルコニー> 

 バルコニーに裏口が無いため 

直接、外には出られません。 

                                ※またぎ段差あり 

 

【本写真は、あくまで参考資料であり、実際に入居いただく部屋と相違のある場合があります。 

令和５年度撮影。】 
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（参考）子育て支援住宅の一例 

子育て支援を目的として、子育てしやすい間取りや設備等にリノベーション(住宅改善) 

を行った住宅です。子どもの年齢により入居できる期間を定めております。 

 

 (申込資格等) 

 ○対象とする子育て世帯  一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に１５歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある同居者（胎児～中学校修了前の

子）がいる世帯（申込者が単身で妊娠中の場合は、各公募の登録

有効期限までに出産予定の方に限ります。） 
 
 

 ○入居できる期間     末子が１８歳になった年度末まで 

              ※期限満了前に別の市営住宅に住替えを申し込むことができます。 

 

 

 

 

 

※向島地域、洛西地域の住宅の例を参考までに掲載します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【向島地域の一例】 

スタディー 

コーナー 

キッチン 

バ
ル
コ
ニ
ー 

和室 

リビング 

ダイニング 

風呂 

洗面・ 

脱衣室 便所 

廊
下 

エアコン 

設置可能位置 

洋室 

物入 

押入 
エアコン 

設置可能位置 

物入 
玄関 

既存の間取りを活かして改修したプランです。 

洋室物入の建具を取り外せば、スタディーコーナーを中心に、 
リビングダイニングと洋室を自由に行き来することができます。 
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EV なしタイプ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV ありタイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本写真はあくまで参考資料であり、実際に入居いただく部屋と相違のある場合があります。】 

【洛西地域の一例】 

玄関 

洋室 

和室 

階段室 

バ
ル
コ
ニ
ー 

リビング 

ダイニング 
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト 

押入 

キッチン 

便所 
風呂 洗面・脱衣室 

スタディー

コーナー 

バ
ル
コ
ニ
ー 

エアコン 
設置 

可能位置 

エアコン 
設置 
可能位置 

既存の間取りを活かして改修したプランです。 

洋室を基調としつつ、和室も１室設けたプランです。 

玄関 

和室 

リビング 

ダイニング 

キッチン 

押入 

風呂 

洗面・脱衣室 便所 

洋室 

廊
下 

バ
ル
コ
ニ
ー 

物入 

スタディー 

コーナー 

エアコン 
設置可能位置 

エアコン 
設置可能位置 

既存の間取りを活かして改修したプランです。 

リビングには、スタディーコーナーを設け、勉強、読書、 

パソコンコーナーなど多目的な利用が可能です。 



 

 

 

 

 

実際の募集住宅については、募集時の「公募案内」で御確認ください（北区・上京区・中京区・東山区・下京区には、募集対象の市営住宅はありません。）。 

 

左京区 

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積 

（㎡） 
間取り 

竣工

年度 
構造 

エレベ

ーター 
住所 

☆東天王町 

 

2DK 35,000～52,100（～68,700） 54.9 6・7（洋間）・DK・浴室 
H18 

4・5 
階建 

有 岡崎天王町 58番地 
3LDK 44,600～66,400（～87,500） 69.9 6・6・6（洋間）・LDK・浴室 

 

山科区 

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積 

（㎡） 
間取り 

竣工

年度 
構造 

エレベ 

ーター 
住所 

☆御陵 3DK 31,900～47,500（～62,600） 61.8・61.9 6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 H9 
3・4 
階建 

無 
御陵中筋町 10番 

ほか 

☆音羽 2DK 23,200～34,600（～45,600） 47.5 6・4.5・DK・浴室 
S63 

3・4 
階建 

無 
音羽森廻り町 

29番地 1 3DK 30,200～45,000（～59,400） 61.2・61.8 6・6・4.5・DK・浴室 

☆音羽千本 2DK 23,600～35,100（～46,300） 47.5 6・4.5・DK・浴室 
H元 3階建 無 音羽千本町 18番地 1 

3DK 30,700～45,700（～60,300） 61.2・61.8 6・6・4.5・DK・浴室 

☆東野 3DK 31,800～47,300（～62,400） 61.8・61.9 6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 H4・6 
3～5

階建 
無 

東野中井ノ上町 

17番地 1ほか 

☆大宅 3DK 30,900～46,000（～60,600） 61.7 6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 H3 
3・4 

階建 
無 大宅打明町 6番地 

 

 

 

 

 

募集対象住宅一覧（一般住宅） 



 

山科区(続き) 

市営住宅名称 タイプ 家賃(括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積 

（㎡） 
間取り 

竣工 

年度 
構造 

エレベ

ーター 
住所 

☆勧修寺第一 2DK 27,000～40,300（～53,100） 53.0 6・6・DK・浴室 

H7・9 
3～6
階建 

一部有 
栗栖野中臣町 

1番地ほか 3DK 31,600～47,000（～62,000） 61.7・61.9 

6・6(洋間)・4.5・DK・浴室 

6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

6・6.5(洋間)・4.5・DK・浴室 

☆勧修寺第二 2LDK 28,700～42,800（～56,400） 55.5 6・6(洋間)・LDK・浴室 

 H12 
3・6 
階建 

一部有 
勧修寺東栗栖野町 

31番地 3LDK 36,200～53,900（～71,100） 69.2・69.9 
6・6・6(洋間)・LDK・浴室 

6・6・6.5(洋間)・LDK・浴室 

☆椥辻 3DK 32,400～48,200（～63,600） 61.8 6・5(洋間)・4.5・DK・浴室 
H9 
・11 

5・6 
階建 

有 
椥辻草海道町 

36番地 14ほか 

☆◇西野山 2K・2DK 17,600～26,200（～34,500） 33.3・37.8 
6・4.5・K・浴室 

6・6・DK・浴室 
S44 5階建 有 

勧修寺堂田 

13番地 1ほか 

☆椥辻西 3DK 28,200～42,000（～55,300） 61.6 6・6・4.5・DK・浴室 
S59
・60 

5階建 無 
椥辻封シ川町 

10番地 2 

☆山科 2DK 20,000～29,800（～39,300） 39.6 6・5(洋間)・DK・浴室 
S46
～48 

11階建 有 
西野様子見町 

1番地 2 3DK 30,300～45,100（～59,400） 59.3・59.9 6・6(洋間)・5(洋間)・DK・浴室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

南区 

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積 

（㎡） 
間取り 

竣工 

年度 
構造 

エレベ 

ーター 
住所 

南烏丸 3DK 28,500～42,500（～56,000） 57.6 6・6・5（洋間）・DK・浴室 S60 
7・10 
階建 

有 
東九条南烏丸町 

35番地 6 

☆東九条 3DK 35,400～52,700（～69,500） 69.6 6・6・6(洋間)・DK・浴室 H7 6階建 有 
東九条西岩本町 

1番地 1 

☆東松ノ木 2DK 24,800～36,900（～48,700） 51.0・51.3 6・6・DK・浴室 
H8 
～15 

5階建 有 
東九条東松ノ木町 

1番地 3DK・ 
3LDK 

32,800～48,900（～64,500） 67.9 
6・6・4.5・DK・浴室 

6・6・4.5・LDK・浴室 

☆唐橋 2DK 30,000～44,600（～58,900） 54.6 4.5・6.5(洋間)・DK・浴室 H14 
・16 

5・6 
階建 

有 唐橋芦辺町 5番地 
3LDK 37,900～56,400（～74,400） 69.0 6・6・6.5(洋間)・LDK・浴室 

☆唐橋第二 2LDK 30,000～44,700（～58,900） 55.1 6・6（洋間）・LDK・浴室 
H12 6階建 有 唐橋経田町 39番地 

3LDK 37,600～56,100（～73,900） 69.1 6・6・6（洋間）・LDK・浴室 

☆八条 1DK 19,600～29,200 (～38,500) 34.0 6.4(洋間)・DK・浴室 

R2 7階建 有 唐橋平垣町 24番地 

1LDK・ 
2DK 

26,500～39,400 (～52,000) 45.4・45.9 
6.3(洋間)・LDK・浴室 

6・4.6(洋間)・DK・浴室 

3DK 35,400～52,700（～69,500） 60.0・61.3 

4.6・6.3(洋間)・4.6(洋間)・

DK・浴室 

4.6・6.4(洋間)・4.6(洋間)・

DK・浴室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

右京区 

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積

（㎡） 
間取り 

竣工 

年度 
構造 

エレベ

ーター 
住所 

☆大覚寺 3DK 33,000～49,200（～64,800） 61.5 6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 H6 3階建 無 
嵯峨大覚寺門前井頭

町 3番地 1 

☆広沢 2DK 25,300～37,700（～49,700） 48.1 6・4.5（洋間）・DK・浴室 
H7 

5・6 
階建 

有 
嵯峨広沢御所ノ内町

30番地 1 3DK 32,600～48,600（～64,000） 61.9 6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 

☆嵯峨 3LDK 36,700～54,600（～72,000） 70.6 6・6・6（洋間）・LDK・浴室 H15 
2・3 
階建 

有 
嵯峨天竜寺立石町 

6番地 

☆蜂ヶ丘 3DK 32,500～48,300（～63,700） 61.8・61.9 6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 H3･5 
4・5 
階建 

無 太秦乾町 2番地 

☆西京極 3DK 31,700～47,100（～62,200） 61.6 6・6・4.5・DK・浴室 
S61
～63 

5階建 無 
西京極新田町 

17番地 1 

 葛野 3DK 30,200～45,000（～59,400） 61.7 6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 S62 10階建 有 西院西貝川町 68番地 

 西大路 2DK 25,000～37,300（～49,100） 49.1 6・6・DK・浴室 
H元 

4～10
階建 

有 西院東中水町 14番地 
3DK 30,200～45,000（～59,400） 59.3 6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

西京区 

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積 

（㎡） 
間取り 

竣工 

年度 
構造 

エレベ

ーター 
住所 

◇樫原 2K・2DK 18,200～27,000（～35,700） 33.7・37.7 
6・4.5・K・浴室 

6・6・DK・浴室 

S42 
・43 

3～5 
階建 

有 
樫原岡南ノ庄 

4番地 1ほか 

☆洛西東新林 3DK 25,600～38,100（～50,200） 51.1～58.7 
6・6・4（洋間）DK・浴室 

6・6・4.5・DK・浴室 

S51
・56 

4・5 
階建 

無 
大枝東新林町 

一丁目 2番地ほか 

☆洛西北福西 3DK 28,800～42,900（～56,500） 55.4～61.6 6・6・4.5・DK・浴室 
S54
～59 

5・11 
階建 

一部有 
大枝北福西町 

一丁目 3番地 1ほか 

☆洛西南福西 3DK 26,200～39,000（～51,400） 58.7 6・6・4.5・DK・浴室 S55 5階建 無 
大枝南福西町 

一丁目 1番地 

☆洛西東竹の里 3DK 26,000～38,700（～51,000） 58.7 6・6・4.5・DK・浴室 S56 5階建 無 
大原野東竹の里町 

三丁目 3番地ほか 

 

伏見区 

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積 

（㎡） 
間取り 

竣工 

年度 
構造 

エレベ 

ーター 
住所 

☆◇鈴塚 2K・2DK 16,200～24,200（～31,900） 33.3・43.2 
6・4.5・K・浴室 

5・7(洋間)・DK・浴室 
S43 

～H26 
4～6 
階建 

有 深草鈴塚町 6番地 1 2LDK 30,500～45,500（～59,900） 54.3 5・6(洋間)・LDK・浴室 

3LDK 39,300～58,500（～77,100） 69.9 
5・6(洋間)・7(洋間)・

LDK・浴室 

☆桜島 2DK 27,900～41,600（～54,800） 54.7 6・6.5（洋間）・DK・浴室 
H15 6階建 有 

深草勧進橋町 

119番地 3LDK 35,700～53,100（～70,100） 69.9 6・6・6(洋間)・LDK・浴室 

☆深草第三 2DK 24,900～37,200（～49,000） 49.6 6・4.5・DK・浴室 S62 
～H3 

3～5 
階建 

一部有 深草西伊達町 1番地 
3DK 31,100～46,400（～61,200） 61.7・61.9 6・6・4.5・DK・浴室 

☆竹田 2DK 26,400～39,300（～51,800） 50.6 6・6(洋間)・DK・浴室 
H6 

7・9 
階建 

有 竹田三ツ杭町 54番地 
3LDK 36,200～53,800（～71,000） 69.3 6・6(洋間)・4.5・LDK・浴室 

 



 

伏見区（続き）         

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積

（㎡） 
間取り 

竣工 

年度 
構造 

エレベ 

ーター 
住所 

☆醍醐南 2K 15,100～22,500（～29,600） 33.3 6・4.5・K・浴室 
S46
・47 

3・5 
階建 

有 醍醐上山口町 60番地 

 大受 
3K・3DK 
2LDK 

20,200～30,100（～39,700） 39.9～44.3 

6・4.5・3（洋間）・K・浴室 

6・4.5・3（洋間）・DK・浴室 

6・4.5・3.5（洋間）・DK・浴室 

6・4.5・4（洋間）・DK・浴室 

4.5・3(洋間)・LDK・浴室 

S48
・49 

5～11 
階建 

一部有 石田大受町 50番地 

☆小栗栖 3DK 22,300～33,200（～40,600） 43.3～51.2 

6・4.5・3.5（洋間）・DK・浴室 

6・4.5・4（洋間）・DK・浴室 

6・6・3.5（洋間）・DK・浴室 

S49
・50 

5階建 無 小栗栖森本町 13番地 

醍醐中山 3DK 21,800～32,500（～42,900） 46.1～51.6 6・6・3.5（洋間）・DK・浴室 
S50

・51 

3～5
階建 

無 醍醐中山町 39番地 2 

☆下鳥羽 3DK 23,100～34,500（～45,500） 49.3 6・6・4（洋間）・DK・浴室 S50 
11 
階建 

有 
下鳥羽北ノ口町 

27番地 

☆向島５街区 3DK 22,400～33,300（～44,000） 52.2 6・6・3.5（洋間）・DK・浴室 
S51 

～53 

11 
階建 

有 
向島二ノ丸町 

151番地ほか 

☆向島１街区 3DK 23,200～34,500（～45,500） 53.7 6・6・4.5・DK・浴室 
S53

・54 

10・11 
階建 

有 
向島二ノ丸町 

151番地 58 

☆向島８街区 3DK 24,600～36,700（～48,300） 56.6 6・6・4.5・DK・浴室 
S55

・56 

11 
階建 

有 向島丸町 4番地 7 

☆向島９街区 3DK 24,700～36,800（～48,600） 56.6 6・6・4.5・DK・浴室 S57 
11 
階建 

有 
向島藤ノ木町 

72番地 9 

☆向島１０街区 3DK 24,900～37,000（～48,800） 56.6 6・6・4.5・DK・浴室 S58 
11 
階建 

有 
向島鷹場町 

104番地 8ほか 

 

 

 

 

 

 



 

伏見区（続き） 

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積

（㎡） 
間取り 

竣工 

年度 
構造 

エレベ 

ーター 
住所 

☆向島１１街区 3DK 27,000～40,200（～53,000） 59.8 6・6・4.5・DK・浴室 
S61 

～63 

9・10 
階建 

有 向島清水町 47番地 1 

☆いわたの森 3DK 27,500～40,900（～54,000） 61.4 6・6・4.5・DK・浴室 S57 5階建 無 石田森西 1番地ほか 

☆際目 3DK 25,700～38,300（～50,500） 61.1・61.2 
6・6・4.5・DK・浴室 

6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 
S61 

3・4 
階建 

無 淀際目町 345番地 

☆久我のもり 3DK 29,300～43,600（～57,500） 61.8 
6・6・4.5・DK・浴室 

6・6・4.5（洋間）・DK・浴室 

S63・ 

H元 

3～5
階建 

無 久我東町 201番地 1 

☆醍醐西１街区 3DK 31,200～46,500（～61,300） 61.4・61.6 6・6・4.5・DK・浴室 S63 
4・5 
階建 

無 醍醐折戸町 23番地 2 

☆醍醐西２街区 2DK 25,700～38,300（～50,600） 50.0 6・4.5(洋間)・DK・浴室 
H3 

4～10
階建 

一部有 醍醐折戸町 8番地 
3DK 31,900～47,500（～62,600） 61.7～61.9 6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

☆醍醐西３街区 2DK 26,000～38,700（～51,000） 49.9 6・4.5(洋間)・DK・浴室 
H5 

3～10
階建 

一部有 醍醐折戸町 8番地 5 
3DK 32,200～48,000（～63,300） 61.7～61.9 6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

☆醍醐西４街区 2DK 26,400～39,200（～51,800） 50.1 6・5(洋間)・DK・浴室 
H7 

3～10
階建 

一部有 醍醐折戸町 8番地 1 
3DK 32,600～48,500（～64,000） 61.9 6・6・5(洋間)・DK・浴室 

☆醍醐西５街区 2DK 25,800～38,400（～50,600） 49.8 6・4.5(洋間)・DK・浴室 
H4 

8・10 
階建 

有 
醍醐川久保町 

23番地 2 3DK 32,000～47,600（～62,800） 61.8 6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

☆醍醐中 2DK 26,300～39,200（～51,700） 50.1 6・5（洋間）・DK・浴室 

H10 

 

4～10

階建 
一部有 

醍醐高畑町 

1番地ほか 3DK 32,500～48,400（～63,900） 61.8・61.9 
6・6・5(洋間)・DK・浴室 

6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

  



 

伏見区（続き） 

市営住宅名称 タイプ 家賃（括弧内は裁量世帯の家賃額） 
専用面積
（㎡） 

間取り 
竣工 
年度 

構造 
エレベ 
ーター 

住所 

☆醍醐東１街区 2DK 26,900～40,100（～52,800） 51.1 7（洋間）・4.5・DK・浴室 

H11 

 
4・5 
階建 一部有 

醍醐西大路町 

1番地 1 3DK 32,600～48,600（～64,100） 61.8～62.0 
6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

6・6・5(洋間)・DK・浴室 

☆醍醐東２街区 2DK 26,800～40,000（～52,700） 50.8 6・5.5(洋間)・DK・浴室 

H13 

 
4・5 
階建 一部有 

醍醐西大路町 

135番地 3DK 32,700～48,700（～64,200） 61.8・61.9 
6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

6・6・5(洋間)・DK・浴室 

☆醍醐東３街区 3DK 32,700～48,700（～64,200） 61.8・61.9 
6・6・4.5(洋間)・DK・浴室 

6・6・5(洋間)・DK・浴室 
H13 

4・5 
階建 

一部有 
醍醐西大路町 

122番地ほか 

 

① このほかに、団地によっては、親子ペア住宅・多家族向け住宅・単身者向け（専用設計）住宅・車いす（専用・利用者向け）住宅・シルバーハウジング 

（高齢者向け）・子育て支援住宅があります。 

② ◇印の住宅は、従来、風呂は設置していませんでしたが、平成２４年度以降に風呂設置スペースに新たに風呂を設置した住戸又は公募の際に新たに風呂 

 設備を設置して募集を行っています。 

③ ☆印の住宅は、有料駐車場があります。ただし、利用に当たっては、使用資格・車の規格等に制限があり、また、空き区画がない場合もあります。 

④ このパンフレットの掲載内容は、令和８年４月１日現在のものであり、今後、予告なしに変更されることがあります。 
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JR 

いわしみず 

はちまんぐう 

 山科区 南区 伏見区 

総合庁舎 
山科区 八条 

団地配置図 

八 条 


